
頁等 新 旧 改訂理由
（削除） １．申請書の提出期限にご注意ください。

申請書受付〆切 → 事業審査会 → 交付決定となるた
め、（略）ご注意ください。

「緑の募金」森づくり事業のみが事業
審査会対象であることから全事業共
通事項から削除。

１．必ず交付決定日以降に、作業を開始してください。
（略）
※交付決定前に支援を受けたい作業（資材購入含む）
を実施したい場合は、「事前着手届」の提出を事務局まで
ご相談ください。

２．必ず交付決定が出てから、作業を開始してください。
（略）
※交付決定前に実施したい場合は、「事前着手届」の提
出を事務局までご相談ください。

内容の整理。

２．その他申請に際しての注意事項について
①下記の経費は助成対象外となっています。
・業者への一括委託での実施（植樹、育樹等）
※自主的なボランティア活動への支援が原則だが、活動を
実施するなかで安全上問題が発生するなど、やむを得ず作
業の一部を委託する場合のみ助成対象とします。

３．その他申請に際しての注意事項について
①下記の経費は助成対象外となっています。
・業者への一括委託での実施（植樹、育樹等）

助成対象となる「部分的な委託」につ
いて、説明文を追加。

（略）
・総額３万円(税を除く)を超える下刈機、チェーンソー等の
動力付き作業機器の購入費（超えた金額は自己負担）
・総額２万円を超える講師報償費、指導者謝金（超えた
金額は自己負担）

（略）
・総額３万円(税を除く)を超える作業用具の購入費（下
刈機、チェーンソー等の動力。超えた金額は自己負担）
・総額２万円を超える講師報償費（超えた金額は自己負
担）

・助成対象外となる作業用具（機
械）の記述を整理。
・「緑の募金」森づくり事業実施要綱
「５対象経費」表との整合を図った。

（略）
③苗木を購入する場合は、可能な限り県内産で地域に適
したものとしてください。
（略）
また、苗木の購入については、２者以上から見積書を取
得することを原則とします。

（略）
③苗木を購入する場合は、可能な限り県内産で地域に適
したものとしてください。
（略）
また、苗木の購入については、必ず２者以上から見積書
を取得してください。

記述の整理。

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表

全事業共通
注意事項
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頁等 新 旧 改訂理由

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表

P1 「緑の募金」森づくり事業実施要綱
１～４（略）

※委託費は安全上問題が発生するなど、やむを得ず作業
の一部を委託する場合のみ助成対象とする。

「緑の募金」森づくり事業実施要綱
１～４（略）

※業者への委託は必要最小限度とする

全事業共通事項の注意事項改訂に
伴なう記載内容の変更。

９.実績報告
団体は、事業を完了したときは、（略）緑推に提出す
る。
実績報告書には次の資料を添付する。
（略）
・写真（啓発看板・標柱及び着手前・竣工・作業中・参
加者集合写真等）

９.実績報告
団体は、事業を完了したときは、（略）緑推に提出す
る。
実績報告書には次の資料を添付する。
（略）
・写真（啓発看板・標柱及び着手前・竣工・作業中）

・添付写真内容の整理

10.対象外経費
全事業共通事項、注意事項の「２．その他申請事項に
際しての注意事項について」①のとおり。

10.対象外経費
・業者への一括委託での実施（植樹・育種等）
（略）

全事業共通事項に対象外経費の記
載があることから記述を削除。

P2
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頁等 新 旧 改訂理由

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表

15.書類の提出期限等
（表略）
申請者の受付〆切→事業審査会→交付決定となるた
め、提出期限に間に合わない場合は、次回の審査会へ繰
り越しとなることもありますのでご注意ください。

15.書類の提出期限等
（表略）

全事業共通事項に記載があったが、
「緑の募金」森づくり事業のみが事業
審査会の対象となることから追加。

附則 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
（略）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
この要綱は、令和５年４月１日申請分から適用
する。

附則 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
（略）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

改訂に伴う適用日の追加。

P13 「緑の募金」企業協賛の森づくり事業実施要綱
３．手続き等
（１）略
（２）地域連絡会議（注）との調整

（略）
（注）緑化ボランティア団体、市町村及び県地域
振興局等を構成員として設立された支部、地域
連絡会議及び協議会等

「緑の募金」企業協賛の森づくり事業実施要綱
３．手続き等
（１）略
（２）地域連絡会議との調整
（略）

附則のあとに記載された地域連絡会
議の内容説明文を「地域の森づくり」
事業実施要綱に示された内容との整
合を図るとともに記載箇所直近に移
動。

P14 附則 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
（略）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
この要綱は、令和５年４月１日申請分から適用
する。

（削除）

附則 この要領は、平成24年４月１日から施行する。
（略）
この要領は、令和２年４月１日から施行する。

（注）県内各地域機関、市町村、関係団体により
組織された緑推支部、地域連絡会議及び協議会

・誤謬修正
・改訂に伴う施行日の追加。
・地域連絡会議の内容説明文を「地
域の森づくり」事業実施要綱に示され
た内容との整合を図るとともに記載箇
所直近に移動。

P3
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頁等 新 旧 改訂理由

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表

P16 （実施要綱様式２）
２．添付資料
事業実施団体から提出された下記資料を添付する。
・写真（啓発看板・標柱及び着手前・竣工・作業中）
・活動を紹介した新聞記事、会報など
・協賛企業への礼状

（実施要綱様式２）
２．添付資料
事業実施団体から提出された下記資料を添付する。
・写真（着手前、竣工、作業中）
・活動を紹介した新聞記事、会報など
・協賛企業への礼状

・「緑の募金」企業協賛の森づくり事
業助成要領との整合を図った。

「緑の募金」企業協賛の森づくり事業助成要領
３．対象経費
（１）助成対象とする経費は次によるものとする。なお、業
者への一括委託は対象外とする。
※自主的なボランティア活動への支援が原則だが、活動を
実施するなかで安全上問題が発生するなど、やむを得ず作
業の一部を依頼する活動のみ助成対象とする。

「緑の募金」企業協賛の森づくり事業助成要領
３．対象経費
（１）助成対象とする経費は次によるものとする。なお、業
者への一括委託は対象外とする。やむを得ず委託する場
合は、必要最小限とすること。

助成対象となる「部分的な委託」につ
いて、説明文を追加。

（２）対象外経費
全事業共通事項、注意事項の「２．その他申請事項に
際しての注意事項について」①のとおり。
ただし、協賛企業の了承を得られれば対象とする。

（２）対象外経費（ただし、協賛企業の了承を得られれ
ば対象とする。）
・業者への一括委託での実施（植樹・育樹等）
（略）

「緑の募金」森づくり事業実施要綱
「５対象経費」表との整合を図った。

全事業共通事項に対象外経費の記
載があることから記述を削除。

P17
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頁等 新 旧 改訂理由

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表

P18 附則 この要領は、平成24年４月１日から施行する。
（略）
この要領は、令和２年４月１日から施行する。
この要領は、令和５年４月１日以降申請分から
適用する。

附則 この要領は、平成24年４月１日から施行する。
（略）
この要領、令和２年４月１日から施行する。

改訂に伴う適用日の追加。

P20 地域の森づくり事業実施要綱
附則
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
（略）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
この要綱は、令和５年４月１日以降申請分から適用す
る。

地域の森づくり事業実施要綱
附則
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
（略）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

改訂に伴う適用日の追加。

P22 地域の森づくり事業（様式第1号）
2.資金計画

地域の森づくり事業（様式第1号）
2.資金計画

記載に誤りが多いことから、注意事項
を追記。
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頁等 新 旧 改訂理由

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表

地域の森づくり事業
（様式第３号）
3.決算報告

地域の森づくり事業
（様式第３号）
3.決算報告

記載に誤りが多いことから、注意事項
を追記。

５．添付書類
・実施箇所位置図（１／10,000～１／50,000）及び
平面図（１／500～１／2,500）
・写真（啓発看板・標柱及び着手前・竣工・作業中）

５．添付書類
・実施箇所位置図（１／10,000～１／50,000）及び
平面図（１／500～１／2,500）
・写真（着手前・竣工・作業中）

実績報告書の添付資料として必要な
写真内容を整理。

P39 緑の少年団地区交流集会事業実施要綱
附則
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
この要綱は、令和５年４月１日以降申請分から適用す
る。

緑の少年団地区交流集会事業実施要綱
附則
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

改訂に伴う適用日の追加。

P25
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頁等 新 旧 改訂理由

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表

P40 緑の少年団地区交流集会事業
（様式第１号）
１～４ 略

緑の少年団地区交流集会事業
（様式第１号）
１～４ 略

実績報告書に「概算払い額」を記載
するよう修正。

P43 緑の学校助成要綱
1～８（略）
９．助成金の交付
緑推は、実績報告書を審査の上、助成額を決定し、確
定額を実施団体の指定口座に支払う。

緑の学校助成要綱
1～８（略）
９．助成金の交付
緑推は、実施報告書を審査の上、助成額を決定し、確
定額を実施団体の指定口座に支払う。

誤謬修正。

P44 附則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
（略）
この要綱は、令和５年４月１日申請分から適用す
る。

附則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
（略）

改訂に伴う適用日の追加。

P47 拠点の森づくり事業実施要綱
１．目的
森づくりと緑化推進の意義を全県的に広めるため、多様

な県民が参加する森林整備活動等のリーディング事業とし
て推進することを目的とする。

拠点の森づくり事業実施要綱
１．目的
森づくりと緑化推進の意義を全県的に広めるため、多様

な県民が参加する森林整備活動等をリーディング事業とし
て推進することを目的とする。

誤謬修正。
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頁等 新 旧 改訂理由

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表

P47 ４．助成金額
緑の百年物語緑の遺産森づくり植樹活動協議会に対

しては500,000円以内とし、地方植樹祭実行委員会及
び市町村が主体となって植樹活動を行う団体に対しては
250,000円以内とする。

４．助成金額
緑の百年物語緑の遺産森づくり植樹活動協議会に

500,000円以内とし、地方植樹祭実行委員会及び市町
村が主体となって植樹活動を行う団体に250,000円以内
とする。

語句及び内容の整理。

P48 附則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
（略）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
この要綱は、令和５年４月１日申請分から適用
する。

附則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
（略）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

改訂に伴う適用日の追加。

拠点の森づくり事業
（様式第１号）
１ 開催年月日

２ 開催場所

（略）

４ 主な開催内容

「拠点の森づくり事業（申請書・実績
報告書）様式第１号）について、植
樹祭等イベント開催当日のみではな
く、事前準備や後片付け等の内容・
期間を把握する必要があることから、
これに関わる箇所を修正。

P49 拠点の森づくり事業
（様式第１号）
１ 活動期間
令和 年 月 日から令和 年 月 日

２ 活動場所

（略）

４ 主な活動内容
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頁等 新 旧 改訂理由

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表

P61 緑化助成事業の啓発看板等について
（略）
【啓発看板 標準仕様】
・耐久性があり、必要最低限表示する観点から、材質、看
板サイズなどを選定。
（表略）
・看板には「にいがた「緑」の百年物語」のロゴマーク及び「緑
の募金・にいがた緑の百年物語県民運動」の文言を表示し
てください。
（略）
・（公社）にいがた緑の百年物語緑化推進委員会では、
標準仕様看板・標柱の斡旋を行います。

緑化助成事業の啓発看板等について
（略）
【啓発看板 標準仕様】
・耐久性があり、必要最低限表示する観点から、材質、看
板サイズなどを選定。
（表略）
・看板にはロゴマーク、『にいがた「緑」の百年物語』の文言を
表示してください。
（略）
・（公社）にいがた緑の百年物語緑化推進委員会では、
標準仕様看板の斡旋を行います。

看板表示内容等の整理

9



頁等 新 旧 改訂理由

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表

P62 標柱表示内容等の整理
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頁等 新 旧 改訂理由
P10 「緑の募金」記念植樹事業実施要綱

附則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
（略）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
この要綱は、令和５年４月１日申請分から適用
する。

「緑の募金」記念植樹事業実施要綱
附則 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

（略）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

改訂に伴う適用日の追加。

P12 アジサイの追加。

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 緑化助成事業等要綱・要領の改訂 新旧対象表（追加）

追加１


